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第２章 標準保守点検項目（令和８年４月一部改定） 

改 定 現 行 備 考 

2.4.3 水質計器（3/8） 

機 器 名 保 守 点 検 内 容 回 数 備 考 

色 度 計 
定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、スパン校正 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ校正 

11 回 １か月ごと 

潜漬形ｐＨ計  

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 洗浄装置分解点検 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 洗浄装置点検 

11 回 １か月ごと 

ｐ Ｈ 計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 洗浄装置分解点検 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 洗浄装置点検 

11 回 １か月ごと 

有試薬残留塩素計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ ポンプ分解点検 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 分析部点検 

11 回 １か月ごと 

 
 
 
 

2.4.3 水質計器（3/8） 

機 器 名 保 守 点 検 内 容 回 数 備 考 

色 度 計 
定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、スパン校正 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ校正 

11 回 １か月ごと 

潜漬形ｐＨ計  

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正及び絶縁抵抗測定 
・ 洗浄装置分解点検 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 洗浄装置点検 

11 回 １か月ごと 

ｐ Ｈ 計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正及び絶縁抵抗測定 
・ 洗浄装置分解点検 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 洗浄装置点検 

11 回 １か月ごと 

有試薬残留塩素計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ ポンプ分解点検 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 分析部点検 

11 回 １か月ごと 
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第２章 標準保守点検項目（令和８年４月一部改定） 

改 定 現 行 備 考 

 
2.4.3 水質計器（5/8） 

 
 
 
 
 

機 器 名 保 守 点 検 内 容 回 数 備 考 

塩素要求量計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、標準液校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、標準液校正 
・ 分析部点検 

11 回 １か月ごと 

アンモニア濃度計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 分析部点検 

11 回 １か月ごと 

電気伝導度計 
定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ校正 

11 回 １か月ごと 

ＣＯＤ計 
（酸素要求量計） 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 分析部点検 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 洗浄装置点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 分析部、洗浄装置点検 
・ ゼロ、測定値校正 

11 回 １か月ごと 

 
2.4.3 水質計器（5/8） 

 
 
 
 

機 器 名 保 守 点 検 内 容 回 数 備 考 

塩素要求量計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、標準液校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、標準液校正 
・ 分析部点検 

11 回 １か月ごと 

アンモニア濃度計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正及び絶縁抵抗測定 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 標準液校正 
・ 分析部点検 

11 回 １か月ごと 

電気伝導度計 
定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ ゼロ校正 

11 回 １か月ごと 

ＣＯＤ計 
（酸素要求量計） 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 分析部点検 
・ ゼロ、測定値校正 
・ 洗浄装置点検 
・ 運転状態確認 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 分析部、洗浄装置点検 
・ ゼロ、測定値校正 

11 回 １か月ごと 
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第２章 標準保守点検項目（令和８年４月一部改定） 

改 定 現 行 備 考 

2.4.3 水質計器（7/8） 

 
 
 
 
 

機 器 名 保 守 点 検 内 容 回 数 備 考 

振動式密度計 定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ ループ確認 

１ 回  

汚泥界面計 定期点検 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 自動、手動測定動作確認 
・ ループ確認 

１ 回  

自動界面計 

定期点検 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 自動、手動測定動作確認 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 自動、手動測定動作確認 

11 回 １か月ごと 

汚泥濃度計 

定期点検 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 

11 回 １か月ごと 

スラリ濃度計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 絶縁抵抗等測定 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 

11 回 １か月ごと 

脱泡槽 洗浄作業 ・ 洗浄 12 回 １か月ごと 

2.4.3 水質計器（7/8） 

 
 
 
 
 

機 器 名 保 守 点 検 内 容 回 数 備 考 

振動式密度計 定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 分析部点検 
・ 運転状態確認 
・ ループ確認 

１ 回  

汚泥界面計 定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 自動、手動測定動作確認 
・ 絶縁抵抗等測定 
・ ループ確認 

１ 回  

自動界面計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 自動、手動測定動作確認 
・ 絶縁抵抗等測定 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 
・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 自動、手動測定動作確認 

11 回 １か月ごと 

汚泥濃度計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 絶縁抵抗等測定 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 

11 回 １か月ごと 

スラリ濃度計 

定期点検 

・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 
・ 絶縁抵抗等測定 
・ 消耗部品等取替 
・ ループ確認 

１ 回  

校正作業 ・ 各部点検清掃及び動作確認 
・ 測定値校正 

11 回 １か月ごと 

脱泡槽 洗浄作業 ・ 洗浄 12 回 １か月ごと 
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提出書類（令和８年４月一部改定） 

改 定 現 行 備 考 

  提出書類一覧 

 
受託者が作成する書類 

様式 
No 書 類 名 作成部数 電子提出 

可能な書類 
提 出 時 期 

（土曜、日曜及び祝日等を除く。） 
正 副/写 

１ 業務計画書 １ １ 〇 

業務委託担当者通知書受領後、速

やかに提出 
※電子提出する場合においても原

義添付用として、紙面を 1 部提出

する。 
６ 業務報告書 １ １ 〇 毎回保守点検終了後速やかに 
７ 業務完了届 １ １ 〇 完了後直ちに、ただし完了日まで 
９ 請求書 １ ２  検査合格後 

10 業務従事者健康診断書 １ １ 〇 現場作業開始の前日まで（必要の

都度） 
11 打合せ議事録 １ １ 〇 打合せ日の翌日まで 

12 承諾書 １ １  業務委託契約変更協議書受領後５

日以内 

16 業務の一部再委託（委任） 
承諾申請書 １ ２ 〇 再委託（委任）契約前まで 

17 業務の一部再委託（委任）届 １ １ 〇 再委託（委任）契約後速やかに 
（注） 提出書類の部数は、業務内容により増減することがある。 
（注） 電子提出した書類の原義綴りは、原則として業務委託担当者が印刷すること。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類一覧 

 
受託者が作成する書類 

様式 
No 書 類 名  作成部数 電子提出 

可能な書類 
提 出 時 期  

（土曜、日曜及び祝日等を除く。） 
正 副/写 

１ 業務計画書 １ １ 〇 

業務委託担当者通知書受領後、速

やかに提出 
※電子提出する場合においても原

義添付用として、紙面を 1 部提出

する。 
６ 業務報告書 １ １ 〇 毎回保守点検終了後５日以内 
７ 業務完了届 １ １ 〇 完了後直ちに、ただし完了日まで 
９ 請求書 １ ２  検査合格後 

10 業務従事者健康診断書 １ １ 〇 現場作業開始の前日まで（必要の

都度） 
11 打合せ議事録 １ １ 〇 打合せ日の翌日まで 

12 承諾書 １ １  業務委託契約変更協議書受領後５

日以内 

16 業務の一部再委託（委任） 
承諾申請書 １ ２ 〇 再委託（委任）契約前まで 

17 業務の一部再委託（委任）届 １ １ 〇 再委託（委任）契約後速やかに 
（注） 提出書類の部数は、業務内容により増減することがある。 
（注） 電子提出した書類の原義綴りは、原則として業務委託担当者が印刷すること。 
 
当局からの書類による受書 

様式 
No 書 類 名  備       考 

15 指示事項通知書（受領） 指示事項通知書受領後１日以内 
（注） 様式内に必要事項を記入し、業務委託担当者に提出する。 
（注） 様式 15 については、原則として電子メールにより提出する。 
 
当局から受託者に通知する書類（参考） 

様式 
No 書 類 名  備       考 

13 業務委託担当者通知書  

14 業務委託契約変更協議書 
業務委託契約書第４条第２項の規定に基づき、協議を行

う場合に受託者に通知する。 

15 指示事項通知書 電子メールによるやり取りを原則とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出時期の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提出書類（令和８年４月一部改定） 

改 定 現 行 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 業務報告書 

（１） 特記仕様書で指定する単位区分ごとに保守点検終了後速やかに作成し、業務委託担当者に提出する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業時期、作業時間、作業環境等の制約条件等、「1.2.2 仕様書等の精査及び事前調査」での確認事

項等を記載する。 
カ 現場組織、職務分担表 

    業務責任者、安全責任者、その他主要な業務従事者の職務内容、連絡先等を記載する。 
    また、再委託を行う場合は、再委託先の名称、責任者、連絡先、業務範囲等について記載する。 

キ 作業計画（作業内容に応じて必要な事項を記載する。） 
  （ア） 点検機器、点検内容、点検方法、その他必要事項 
  （イ） 仮設、養生 
      準備する仮設備について、具体的に記載する。 
      また、機器等の養生について、実施内容を記載する。 
  （ウ） 安全衛生管理体制 
      ａからｇまでについて、具体的な内容を記載する。 

ａ 労働安全の体制（安全教育、訓練、日々の安全確認等） 
ｂ 作業安全の体制（指揮者、監視人等の配置） 
ｃ 火気、危険物、化学物質等の取扱い 
ｄ 酸素欠乏症、有毒ガス等への対策 
ｅ 感電事故防止対策 
ｆ 路上作業時の保安施設の設置、誘導員の配置等 
ｇ 墜落、転落事故防止、工具等落下防止対策  

  （エ） 発生材、廃棄物等の扱い 
      発生材、廃棄物等について、内容、処理方法等を記載する。 
  （オ） 環境対策 
      実施する環境対策について具体的に記載する。 
 
３ 業務報告書 

（１） 特記仕様書で指定する単位区分ごとに保守点検終了後５日以内に作成し、業務委託担当者に提出す

る。 
（２） 月単位で保守点検を実施するものについては月単位で作成する。 
（３） 保守点検結果は、別添とし、データシートやチェックリストのほか、所見を記載する。所見は、技

術的見解や各部の消耗度等の提言を含むものとする。 
（４） 点検によって発見された異常箇所等について、一覧表としてまとめ、報告書に添付する。 
    また、一覧表には、機器名称、異常の状況、異常の根拠となるデータ、保守点検における措置及び

今後の改善処置に対する受託者の見解を記載するとともに、異常箇所等のうち最低限必要な箇所を撮

影した写真を添付する。写真は、カラー写真とし、サイズは、撮影対象が確認できる必要十分な大き

さとする。 
    なお、必要に応じて業務委託担当者が提出を求めた場合は、写真の電子データを提供する。 
 
４ 業務完了届 

（１） 支払の単位区分に係る作業の完了後、速やかに業務完了届を作成し、業務委託担当者に提出する。 
（２） 契約代金の請求の単位で作成する。 
（３） 保守点検作業内容が多い場合は、別紙に記載し、それを添付する。 
（４） 別紙は、業務報告書を作成する保守点検作業の単位で作成し、保守点検を実施した 日付、対象機

器及び数量を記載する。 
 
５ 請求書 

（１） 契約代金の支払請求時に業務委託担当者に提出する。 
（２） 支払金振込口座登録済の受託者は、債主登録番号を記入する。 
（３） 支払金振込口座登録をしていない受託者は、支払金口座振替依頼書を添付する。 
（４） 適格請求書発行事業者は、登録番号を記入する。 
    また、請求書提出までに、登録通知書又は国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの写しを提出す

る。 
    なお、複数回支払請求を行う場合は、写しの提出は初回のみでよい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出時期の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


